
 

法人向けインターネットバンキングサービスについて、以下の機能改善を行いますのでお知らせいた

します。 

１．マスターユーザ以外の管理者ユーザの追加 

マスターユーザ様が、登録ユーザに管理権限を付与することにより管理者ユーザ様として登録いただけ

ます。管理者ユーザ様はマスターユーザ様も含め、すべての一般ユーザ様の管理を行うことができます。 

 

２．振込振替サービスにおける先方負担手数料機能の追加 

振込振替サービスご利用時に、振込・振替手数料を先方様がご負担いただく場合の差引振込金額を自

動計算し入力することができます。 

なお、本機能のご利用につきましては、以下の点にご留意ください。 

○ 現在法人向けインターネットバンキングサービスをご利用中のお客様におかれましては、当該機能

ご利用にあたり事前に書面によるお申込が必要となりますので、大変お手数ではございますが、お取

引店舗までご用命ください。 

○ 自動計算で基となる振込手数料額を当組合の基準手数料に自動設定なさる場合は、一般（非組合

員）のお客様用の金額となっております。組合員のお客様がそのまま当該機能をご利用になる場合、

先方様よりご請求等された金額｛差引振込金額＋手数料（先方負担手数料額設定値）の合計額｝と

支払指定口座から引き落とされる金額｛差引振込金額＋手数料（組合員様優遇手数料額）の合計額｝

が相違する場合がありますので、組合員のお客様がご利用になる際はご注意願います。 

  例：組合員のお客様が先方負担手数料に当組合の基準手数料を「使用する」と登録し、他金融機関様の口座宛 

１万円のご請求（振込）にかかる振込手数料を先方負担でご依頼いただく場合 

    ・振込金額 ：10,000 － 330（一般用）  ＝ 9,670 円 

    ・口座引落額： 9,670 ＋ 220（組合員用） ＝ 9,890 円 

※組合員様優遇手数料額をご登録いただくことにより、金額の相違が解消されます。組合員様優遇手

数料額については、当組合ホームページをご参照ください。 

○ 事前登録方式の振込振替ご依頼時にはご利用いただけません。 

  

３．データ伝送サービスにおける承認時限の延長 

総合振込・給与賞与振込等に係る承認期限が、以下の通り延長されます。 

【旧承認時限】              【新承認時限】 

（所定の期限日の）１４：３５まで  ⇒  （所定の期限日の）１８：００まで 

 

４．実施日 

令和元年１０月７日（月） 

 

 

 

法人向けインターネットバンキングサービスの機能改善について 

インターネットバンキングサービスに係る各種操作方法等については、下記までお問い合わせください。 

 

受付：平日 9：00～24：00/土日祝 9：00～17：00 
（ただし、12/31～1/3、5/3～5/5 日を除きます） 

 


